
 

広島市告示第２６１号  

令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日  

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第１項の規定に基

づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第３項の規定により別紙のとおり

告示します。 

 

広島市長 松井 一實 

 

 

 

 



 

地震 津波 大火

01-01 幟町小学校 広島市中区幟町３番１０号 ○ ② ‐

01-02 袋町小学校 広島市中区袋町６番３６号 ○ ② ‐

01-03 竹屋小学校 広島市中区鶴見町８番４９号 ○ ② ‐

01-04 千田小学校 広島市中区東千田町二丁目１番３４号 ○ ② ‐

01-05 本川小学校 広島市中区本川町一丁目５番３９号 ○ ○ ‐

01-06 中島小学校 広島市中区加古町１０番８号 ○ ② ‐

01-07 吉島東小学校 広島市中区吉島東三丁目２番７号 ○ ② ‐

01-08 広瀬小学校 広島市中区広瀬町２番８号 ○ ② ‐

01-09 神崎小学校 広島市中区舟入中町１番３６号 ○ ② ‐

02-01 尾長小学校 広島市東区山根町２１番１０号 ○ ② ‐

02-02 矢賀小学校 広島市東区矢賀二丁目１０番６７号 ○ ② ‐

03-01 段原小学校 広島市南区的場町二丁目４番１９号 ○ ② ‐

03-02 翠町小学校 広島市南区翠四丁目１０番１号 ○ ② ‐

03-03 大河小学校 広島市南区旭一丁目８番１号 ○ ② ‐

03-04 仁保小学校 広島市南区仁保新町二丁目８番３０号 ○ ② ‐

03-05 楠那小学校 広島市南区楠那町５番７号 ○ ② ‐

03-06 宇品東小学校 広島市南区宇品東七丁目１１番８号 ○ ③ ‐

03-07 宇品小学校 広島市南区宇品御幸四丁目５番１１号 ○ ③ ‐

04-01 天満小学校 広島市西区天満町１番２７号 ○ ○ ‐

04-02 観音小学校 広島市西区観音本町二丁目１番２６号 ○ ② ‐

04-03 南観音小学校 広島市西区南観音六丁目５番４５号 ○ ③ ‐

04-04 庚午小学校 広島市西区庚午中一丁目１５番１号 ○ ② ‐

04-05 草津小学校 広島市西区草津東二丁目１２番１号 ○ ② ‐

07-01 船越小学校 広島市安芸区船越五丁目２２番１１号 ○ ② ‐

08-01 五日市南小学校 広島市佐伯区海老園三丁目１８番１号 ○ ② ‐

08-02 楽々園小学校 広島市佐伯区楽々園六丁目８番１号 ○ ② ‐

別　紙

※　適応する災害種別に○を記載。
　　○付数字については、その数以上の階を避難スペースとして活用できる。

番号

指定する指定緊急避難場所（地震・津波・大火）

適応災害種別
住　所施設名


